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開     会 

 

○町田畜産部長 それでは、定刻よりやや早いですが、皆さんおそろいになりましたので、

ただいまから第２回の飼料自給率向上戦略会議を開催させていただきます。 

 本日の司会進行を務めます生産局畜産部長の町田でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 飼料自給率向上戦略会議構成員の皆様には大変お忙しい中、本戦略会議に御出席をいた

だきましてまことにありがとうございます。 

 

開 会 挨 拶 

 

○町田畜産部長 まず最初に本戦略会議の議長であります小斉平農林水産大臣政務官より

御挨拶いただきたいと思います。 

○小斉平農林水産大臣政務官 皆さん、こんにちは。 

 飼料自給率向上戦略会議の開催に当たりまして一言御挨拶を申し上げたいと思います。 

 本日お集まりを賜りました委員の皆様方には大変御多用中にもかかわりませず、御出会

を賜りましたことにまずもってこころから厚く御礼を申し上げたいと思います。 

 昨年３月に閣議決定されました食料・農業・農村基本計画におきまして食料自給率の向

上という大変大きな目標とともに、飼料生産の重要性もあわせてうたわれたわけでござい

まして、家畜のエサとなる飼料の自給率、これも平成 15 年度 23％でありましたけれども、

27 年度までに 35％までに引き上げるという目標が設定されたところでございます。 

 飼料自給率の向上は食料の安定的な供給という大変重要な問題のみならず、国土の有効

活用、あるいは資源循環型畜産の確立を図るという上からも大変重要な問題でございます。 

 このため、昨年５月にこの戦略会議を立ち上げました。そして、17 年度における飼料

自給率の向上に向けた行動計画の策定を行いました。この行動計画に基づきまして、国、

都道府県、あるいは関係団体一体となりまして、４つの大きな柱を立てまして、耕畜連携

による稲発酵粗飼料等の生産拡大、あるいは国産稲わらの飼料としての利用の拡大、ある
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いは耕作放棄地等における放牧の推進、そして食品残さの飼料利用、いわゆるエコフィー

ドの推進等の取組に積極的に取り組んできたところでございます。 

 本日の会議におきましては、事務局の方から 17 年度の取組の状況と今後の課題を報告

申し上げた上で皆様方に御議論を賜りたい。そして、そのことを 18 年度の行動計画の策

定に反映させていきたいという考えでおりますので、皆様方の忌憚のない御議論、御意見

を賜ればありがたいと、このことをお願い申し上げまして挨拶にかえさせていただきます。 

 本日はどうかよろしくお願い申し上げます。 

○町田畜産部長 ありがとうございました。 

 

配付資料の確認 

 

○町田畜産部長 それでは、まず事務局より本日配付しております資料の確認をさせてい

ただきたいと思います。 

○姫田畜産振興課長 まずお手元にある資料の確認でございます。 

 資料１は今日の議事次第でございます。 

 それから、資料２は、「飼料自給率向上に向けた平成 17 年度行動計画の取組状況と課題

について」というＡ３を折ったものでございます。 

 それから、資料３が「飼料自給率向上への取組事例について」でございます。 

 資料４が縦長になりますが、「飼料自給率向上に向けた都道府県・関係団体の取組につ

いて」というものでございます。 

 ここまでが資料でございまして、その後、参考資料として参考資料１「飼料自給率向上

特別プロジェクトについて」という横長のもの。それから、参考資料２「飼料をめぐる情

勢」として「平成 18 年 2 月」と入ったものでございます。参考資料３がカラー刷りにな

っております「自給飼料増産通信 第 3 号」でございます。それから、参考資料４が「食

品残さの飼料化（エコフィード）をめざして」という冊子でございます。 

 以上でございます。もし抜けている資料がございましたら近くの職員にお申しつけくだ

さい。 

○町田畜産部長 本日は机の上に出席者名を記載した座席表を配付させていただいており

ます。出席者の御紹介につきましては、時間の都合がございますので、この座席表の配付

をもってかえさせていただきたいと存じます。 
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 なお、本日、志澤委員におかれましては所用により御欠席とのことでございます。 

 

     議   事 

      飼料自給率向上に向けた平成 17 年度行動計画の検証について 

 

○町田畜産部長 それでは、早速議事に入りたいと思います。本日は第２回目の会議でご

ざいますが、飼料自給率向上に向けた今年度の行動計画の検証を行いたいと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 なお、本日の会合は 15 時 30 分を目途に終了したいと考えておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 それでは、畜産振興課長より資料の説明をいたします。 

○姫田畜産振興課長 畜産振興課長の姫田でございます。よろしくお願いいたします。座

って説明させていただきます。 

 まずお手元の資料２に基づきまして、平成 17 年度の取組と今後の課題を御説明いたし

たいと思います。 

 まず７ページを開けていただきたいと思います。そこに参考として、「飼料自給率向上

に向けた平成 17 年度行動計画」ということで、これは昨年の 5 月に行動計画を立ててい

ます。そのときに第１回飼料自給率向上戦略会議なり、増産行動会議をそれぞれ行いまし

て、このときに計画を立てたものを今回２月に飼料自給率向上戦略会議、行動会議それぞ

れ開催して検証する。そして、来年度早々には今日の結果を受けてさらなる 18 年度の行

動計画を立てようではないかということで本日開催した次第でございます。 

 まことに恐れ入ますが、１ページに戻っていただきたいと思います。 

 まず自給飼料の増産でございます。飼料増産行動会議を 5 月 13 日に開催いたしました。

そして、同じく検証といたしまして増産行動会議を 2 月 7 日に開催しております。それで

全国の自給飼料増産のそれぞれの計画と検証をさせていただいた次第でございます。この

きに 170 名ほどの関係者が集まっていただいているところでございます。そして、農林水

産省の戦略会議においても滋賀県下で現地検討会を 8 月 5 日に開催いたしております。そ

して、それぞれの農政局単位のブロック単位でございますが、それぞれの県の方、あるい

はその地域の団体の方々、そして生産者の方々に入っていただいて、飼料増産行動会議を

それぞれ開催しております。全ての 47 都道府県で増産行動計画を策定しているところで
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ございます。それから、具体的な取組ということで、７つの行動計画、あるいは省内での

現地検討会、そして「自給飼料増産通信」という支援対策というようなものを紹介いたし

まして、「増産通信」、今日は第３号がお手元にありますが、それぞれ 1 号、2 号を出した

次第でございます。そして、飼料増産に取り組む重点地区ということで、耕畜連携なり、

放牧、コントラクターなどによって重点的に取り組んでいこうではないかと。そして、重

点地区それぞれについては具体的に目標を立てようということで、全国で 120 地区設置を

目標にいたしましたが、現実には 137 地区が決定しております。これは資料３の取り組み

事例のところで１つだけＡ３になっているものがございます。非常にカラフルな資料に全

部重点地区の一覧ということで 137 地区が入っておりますので、御覧になっていただきた

いと思います。 

 それから、それぞれの具体的な項目として稲発酵粗飼料、ＷＣＳの作付拡大、国産稲わ

らの利用拡大、そして放牧の推進、外部化の推進、その他というようなことでまとめてお

ります。 

 ホールクロップサイレージの作付拡大ということでございますけれども、これにつきま

しては、それぞれについて農家の利用意向とか、生産意向というようなことで意向調査を

実施いたしまして、そして需給マップを作成しております。これは４つの項目すべて共通

でございます。ホールクロップサイレージにつきましては、具体的に仲介活動をやってい

ったということ。それから、生産・利用に関する専門の指導者、コーディネーターを育成

するための養成講座を開催いたしております。その結果、平成 16 年度は 4,375 ヘクター

ルだったものが、平成 17 年度は 4,600 ヘクタール程度になる見込みでございます。今後

18 年度に向けてさらに増えるような方向性で動いております。 

 それから、国産稲わらの利用拡大ということでございますが、９月の段階で出来秋のと

きに地域内自給が難しいところ、それはまず県内での自給が難しいところ、そして県間、

ブロック内での自給が難しいというようなところを具体的に調整いたしました。この時点

で 16 万トン程度国産稲わらが不足しているとされた次第でございます。その後、それぞ

れのブロック間で現実的な地域間調整、お見合いをやりまして、その結果、10 月に４万

トン、11 月に４万トン、12 月に１万トンの確保ができまして、全量確保したかったので

ございますけれども、９万トンの確保ができた次第でございます。その後、残念ながら雪

が降ったりということでこの状態になっております。今回国産稲わら 108 万トン確保でき

まして、16 万トンの増加というようなことで今回の対策を終えた次第でございます。 
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 それから、放牧の推進ということでございますが、次のページでございます。同じよう

に利用可能地マップなども作成しております。そして、山口県下で放牧サミットを開催い

たしました。このとき、韓国からもいらっしゃったのですけれども、360 名の方に参加い

ただいております。そして、専門指導者の育成、放牧伝導師の育成というような養成講座

も実施した次第でございます。これはまだ 16 年度の数字しか出ておりませんが、50 万頭

程度が放牧されているという状況でございます。かなりこれは点から面へと次の展開にな

るのではないかと考えているところでございます。 

 それから、外部化の推進ということで、それぞれコントラクターの育成に関する専門家

をコントラクターアドバイザーと申しておりますけれど、この養成講座を開催しておりま

す。そして、現実に今回のコントラクターの受託面積でございますが、７万 7000 から 15

年度は９万ヘクタール、組織数も 14 年度 267、15 年度 317、そして 16 年度の概数でござ

いますが、403 と見込んでおりますが、400 程度のコントラクターの組織数になっており

ます。 

 その他ということで、木質系粗飼料の実用化ということでスギ間伐材を利用した木質系

の飼料、技術的にはかなり出来かかっておりますので、これをモデル飼育展示、あるいは

いわゆる精神的な障壁ということでございますので、給与意向の調査等を実施していると

ころでございます。現在、平成 17 年度で 700 トン、給与頭数で 4,000 頭というような状

況になってございます。 

 今後の課題と対応方向ということでございます。これは今年度の取組で明らかになった

課題と今後の対応方向ということで取りまとめさせていただきました。 

 まず増産運動ネットワークづくりの飼料増産重点地区ということで、120 地区は達成で

きておりますので、まず増産地区の拡大というのはさらに拡大していこうということでご

ざいます。それから、生産者の認識や、やはり耕種農家と畜産農家の連携が不十分ではな

いかということで、それぞれの地域において徹底的に働きかけていかないといけないとい

うようなことがあると思います。地域によってかなり温度差がございますので、特に取組

が低調な地域への集中的な働きかけをやっていくことにしたいと考えております。 

 それから、稲発酵粗飼料の作付拡大ということで、稲発酵粗飼料のいわゆる耕畜連携の

1 万 3,000 円は出ているわけですけれど、産地づくり対策についての位置付けが不十分な

状況になっているところがあるようでございます。こういうことについて今後地域水田農

業協議会への情報提供を行うとか、あるいは畜産関係者がそういうところに積極的に参画
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するというようなことで、稲発酵粗飼料の位置付けをさらに向上させたいと考えていると

ころでございます。 

 あるいは湿田での専用収穫機の導入が不十分、あるいは専用品種がまだ不十分というこ

とで、それぞれ研究機関と連携いたしまして、新品種もできております。あるいは東北で

もできるような専用品種も開発されつつあるところでございます。こういうようなもの、

そして生産・給与マニュアルをつくりまして、技術の普及を図って参ろうということでご

ざいます。 

 それから、国産稲わらの利用拡大でございます。その中で特に南九州とか三重とか自県

内では幾ら努力してもこれ以上の自給率の向上は望めないところがございます。こういう

ところにつきましてやはりブロック内で、あるいはブロック間での流通が必要なってまい

りますが、そのために保管場所の確保、輸送経費の低減による広域流通体制の整備、こう

いうようなものが必要になってございます。 

 また、収穫時期の天候不順地域においては、緊急の場合の収穫体系も必要になってくる

ということで、まず農業団体などが中心になりましてブロック内やブロック間での検討・

調整の促進、そして収穫機械やストックポイント、保管庫等の整備の促進を図ってまいる

ということにしてございます。それから、天候不順に対するためのラップサイレージ化の

収穫体系というようなものも緊急の場合は必要になるのかなということでございます。 

 それから、放牧の推進でございます。肉用牛につきましては、耕作放棄地、あるいは水

田放牧ということで、放牧サミットでも非常に皆さん方の関心が高かったわけでございま

すが、地域的にはまだまだ偏りがございます。どんどん進んでいる地域とそうではない地

域がございます。こういうことで、やはり現地研修とか、あるいは実際に耕作放棄地が解

消できるのだということ、そして電牧で簡単にできるのだということ、あるいは獣害防止、

イノシシが来なくなるというようなこともございますので、こういうような多面的な効果

についての理解醸成を図っていくということと、補助事業などによっての条件整備の促進

をしていくということでございます。 

 それから、乳用牛については、今まで生乳の生産拡大の状況の中、あるいは乳成分、特

に夏場の乳脂肪の問題等から放牧への取り組みが不十分なところがございました。やはり

今後まずモデル地区を設定するというようなこと、そして、その中で、乳量、あるいは乳

質も維持できたような中で集約放牧をしっかりと進めていこうということでございます。 

 それから、飼料生産の外部化・組織化の推進ということで、これはコントラクターでご
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ざいます。先ほどもお話しいたしましたように、270 余りが２年間で 400 になっていると

いうことで、非常に組織数は増加しております。ただ、残念ながら地域的には北海道と九

州、そして東北にとどまっておりまして、全国的な展開ということにはなっていないとい

うことがございます。それから、機械の共同利用組合が少し発展した程度というような状

況のものもございますので、今後中核的なコントラクターを育成していくというようなこ

と。 

 それから、ＴＭＲとか堆肥散布を取り組むことによって、周年的に作業できるコントラ

クター、要するにお金になるコントラクターというんですかね、そういうものを進めてま

いりたいと思っております。 

 それから、生産性の向上ということで、収量の高い奨励品種、低コスト生産技術の導入

等が必要ということでございます。 

 あるいは草地更新が実施されていないというようなことで、具体的にはラッピングロー

ルベーラーということで、トウモロコシをワンマンオペレーションでサイレージに収穫で

きるような機械の普及とか、あるいは北海道の道東、根釧でも生産できるトウモロコシの

新品種の具体的な展開というようなことを進めるということでございます。 

 あるいは草地更新や簡易更新技術の普及ということで、草地更新の計画的な普及を図っ

てまいるということでございます。 

 以上が自給飼料でございます。 

 そして、次のページでございますが、4 ページでございます。食品残さの飼料化推進と

いうことでございます。これもそれぞれの行動会議ということで、第１回全国食品残さ行

動会議を 6 月 16 日に、そして去る 2 月 7 日に第２回の行動会議を開催してございます。

この取組を通じまして、行政、消費者、民間企業の方々、報道関係の方々延べ 2,300 人の

方々が参画されていらっしゃいます。 

 まず、ＰＲ・啓発普及でございますが、飼料化マニュアルをつくっていこうということ、

そしてリーフレットをつくる。こういうようなことで活用してまいりました。 

 そして、各地域ブロックごとにエコフィード推進会議ということで、農政局と北海道、

沖縄の全国９カ所に推進会議をつくった次第でございます。 

 それから、関東と九州でそれぞれ地域でのシンポジウムを開催し、そして去る 1 月 30

日は全国シンポジウムも開催いたしました。全国シンポジウムには関係者 500 人が参加し

ております。役所とか技術者というだけではなくて、むしろ民間の方々が半分ぐらいこの
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中にいらっしゃったということで、かなり幅広い関心も持たれていると考えております。

そして、あらゆる関係者への説明、広報を進めております。 

 情報の収集・提供ということで、エコフィードの取組事例調査を行って、関係者へ優良

事例を取りまとめてフィードバックしております。 

 それから、小斉平大臣政務官が神奈川県下のエコフィードの取組を視察していただいて

おります。本日も後ほど詳しく御説明しますが、資料３の６ページのところに食品事業者

等による地域循環畜産の取組ということで食品残さの飼料利用を載せております。 

 それから、拠点づくりということで、都道府県と連携しながら地域の手本となるような

モデル地区の候補地を検討しようということ、あるいはそういう事例の現地研修会。そし

て、必ずしも濃厚飼料ということだけではなくて、粗飼料自給型のＴＭＲセンター、これ

はコントラクターなども中心になって国産の粗飼料を使って、そしてＴＭＲ、トータル・

ミックス・レーションということで、濃厚飼料と粗飼料の両方をあわせ持った飼料になり

ますが、こういうものを、エコフィード、植物性の食品残さを使って整備しようというこ

とが行われております。あるいは農産副産物を活用した乳牛の飼養法の現地試験の実施と

いうようなことも行われております。 

 次のページでございますが、人づくりということで、こういうエコフィードを広めてい

くためにはそれぞれエコフィードの担い手になっていただく人づくりが大切でございます

ので、福島の家畜改良センターにございます中央畜産研修所においての研修を行ったり、

都道府県の行政の方々、あるいは畜産団体の方々を対象に研修を行ったり、あるいは飼料

取扱業者を対象とした講習会等を行っております。 

 それから、食品残さ供給者・利用者のネットワークづくりということで、まず取り組み

やすいところからということで、配合飼料工場においてエコフィードをどういうふうに現

在使われているかというようなことの実態調査をさせていただきました。具体的にお菓子

のくずを初めとして大体、平成 16 年度で 18 万トン程度の食品製造副産物が利活用されて

いるという実態が明らかになってございます。 

 また、それぞれ県と連携して、食品、畜産サイドを対象としたエコフィード需要実態調

査、あるいは農産物の出荷加工施設や給食センター、ビール工場などを対象とした未利用

資源の発生量等を調査するものも現在やっているところでございます。 

 それから、その他としてエコフィードに取り組むための規範となる安全性確保のための

ガイドラインの作成ということ、これは消費者が安心して食べられる畜産物をつくり、そ
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れがエコフィードを使うことによってエコフィードも使っても安心だよということ、ある

いはむしろ畜産物そのものもいい畜産物かできるよということが必要になってくると考え

ております。やはり消費者の視点に立って、安全性を確保していくという意味でのガイド

ラインの作成に向けて、これは生産者、消費者、流通の方々それぞれの方が入っていただ

いて、ガイドラインの作成を始めているところでございます。 

 この中でエコフィードについての課題の対応方向、６ページでございますが、まずいわ

ゆる残飯養豚とか、残り物というようなイメージを払拭しようということで、ネーミング

の工夫も含めて今回エコフィードという名前を付けさせていただいております。そして、

やはり関係者の意識改革を進めるために、さらに理解醸成を図っていく取組を進めていこ

うということでございます。 

 それから、安全性の確保というのは、先ほど申し上げたように、ガイドラインもつくろ

うということにしておりますが、それぞれの生産者が安心して使って、そして消費者に安

全なものを供給できるようにということ。そして、そのために安全性をきちっと確保でき

る仕組みをつくっていくことを検討してまいるということでございます。 

 それから、資源の発生実態の把握とその情報提供ということで、やはりこれも先ほどの

稲わら等と同じでございますが、具体的にどこでエコフィードの資源があるのかというこ

と、これは地域的に偏りがございます。ですから、全国でということではなくて、それぞ

れの地域でどんなものがあるのかということを実態調査して、そしてそれを使う側の利用

意向を調査しようということでございます。 

 それから、飼料化技術の普及ということで、安定的に、やはりこれは最終的に人間が食

べる畜産物が安全で、かつ安定的なものが出てくる必要がある。そうすると、やはりエコ

フィードそのものも安定的な技術が必要になってまいりますので、乳酸発酵を適正にやれ

るとか、そういうような意味での安定的な飼料の技術開発がさらに必要になってくるとい

うことで、今後そういうための技術、そして栄養情報に対するデータの収集・分析・提供

が必要になってくると考えているところでございます。 

 以上、それぞれの今回の取組とその取組で明らかになった課題、そして今後の対応方向

を御説明させていただきました。 

 資料３でございますが、「飼料自給率向上への取組事例について」、それぞれの具体的な

特徴的な取組、これがすべてということではございませんが、その中で特徴的なものを挙

げさせていただきました。 
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 １つは、稲発酵粗飼料の作付拡大。これは秋田県の事例でございますが、６人の畜産農

家と耕種農家の取組でございまして、右側の方を見ていただくと、耕種農家が播種から落

水までしていただいて、産地づくり助成金等合わせて５万 3,000 円ほどもらっておられる。

そして、利用生産組合が専門収穫機、左下にある機械でございますが、これによって収穫

をして、それぞれ収穫・調製委託を耕種農家からし、そしてホールクロップの代金として

払われるという形になっております。そして、利用組合が畜産農家に 10 アール当たり２

万円相当のエサ代としてホールクロップサイレージを販売している。給与実証試験がござ

いますので、１万円は畜産農家がもらっているというような形になっております。最終的

に畜産農家が耕種農家に飼料利用生産組合を通してお金が回るというような形でございま

す。 

 取組の効果ということでございますけれども、耕種農家は、飼料生産利用組合が専用機

を使って実施したものでございますので、耕種農家は特に新たな投資は必要ない。もちろ

ん播種から落水までは通常の稲作の管理、機械でできるわけでございますので、特に必要

がなかったということ。それから、ロールの重量が 200 キロ未満で扱いやすくて、非常に

発酵品質のよいサイレージができていて、給与農家側も高い評価をしたというようなとこ

ろでございます。 

 次のページでございます。わら専用稲の利用拡大ということで、これは稲わらだけでは

足りない地域について、特認ということで、わら専用稲を導入してございます。これはわ

ら専用稲を農協が中心になって作業受委託を農協青年部が受けたところでございます。こ

れも耕種農家が播種から落水までを管理して、これを途中のＪＡの青年部が作業の受委託、

そして運搬までやっております。そして、畜産農家に最終的には引き渡しているというよ

うな事例でございます。ほぼ先ほどのホールクロップサイレージと同じような形でござい

ます。これはただ積極的に農協が入ってやった事例ということ。それとわら専用稲という

ような形で特徴がございます。 

 次のページでございます。これは耕作放棄地を活用した放牧の取り組みということで、

山口県がもともと日本型放牧と言っておりますが、山口型放牧というようなことで、その

中の水田放牧を積極的に取り組んでいただいている事例でございます。これは農家だけで

はなくて、各行政機関、あるいは山口県の研究機関が全体を推進していくというようなこ

とで指導体制を組んだところでございます。現在県内の耕作放棄地の放牧利用が 14 年度

が 74 ヘクタールから 136 ヘクタール、多分 17 年度は 200 ヘクタールを超すというような
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ことを聞いてございますけれども、非常に拡大してきているところでございます。ここは

今回は放牧サミットを開催させていただいたところでもございます。そのときに、畜産農

家の方々が放牧するというわけではございませんので、牛を持っていないということ、そ

して放牧になれた牛がいないということもございます。それで、それぞれ県の畜産試験場

の持っている牛など、既に放牧になれた牛を畜産農家や、あるいは水田の方にレンタルす

るということで、レンタカウというようなことを言っておりますが、それで具体的に初め

貸し付けて放牧の導入にしているところでございます。あるいはオーナー制度という形で、

放牧牛の確保のためにオーナー制度で資金を調達したというような地区もございます。 

 次のページでございますが、コントラクターによる作業受託ということで、これは茨城

県の事例でございます。転作田において飼料作物栽培作業を共同的にやろうというような

ことで、これも農協が中心となっていただいて、稲ホールクロップサイレージの作付を計

画したという事例でございます。これは牧草収穫機械を使って、左下の写真を見ていただ

くとわかりますが、先ほどは専用機でございましたけれど、これは畜産の草の機械でござ

います。それと具体的な堆肥散布まで循環させて、それぞれのコントラクターが全部請け

負ってやったという事例でございます。この結果、販売先は茨城の場合はかなりの畜産地

帯であり、かなりの耕種農業地帯ではあるのですけれども、地域的にかなり離れているも

のでございますから、その間の費用負担というものが必ずしもつながらないというような

ことがございました。そのためにうまくコントラクターが活動することによってつなげる

ことができたという事例でございます。 

 次のページでございますが、先ほど御説明いたしました飼料増産の重点地区の一覧でご

ざいます。それぞれ色分けしているのは取り組んだ種目別に、耕畜連携なり、稲発酵粗飼

料なり、国産稲わらの利用拡大、あるいは放牧の促進・推進ということ、そして草地更新

やトウモロコシの作付による単収向上、コントラクターの活用、あるいは物によってはい

わゆる酪農教育ファームというような形で消費者の理解醸成というものもこの中に入って

ございます。特徴的なものとして、新しく最近になって認定した地区でございますけれど

も、佐賀県のところに全部ピンク色になっているところがございます。左の方ですね。こ

れは全部飼料生産組合ということで、稲わらの収穫生産組合が新たに参画したものでござ

います。こういう特徴的なところもございます。これが全国で 137 地区ございます。 

 次は食品残さの飼料利用でございます。これは小田急グループの環境活動の一環という

ようなことで、小田急フードエコロジーセンター、これは実際は小田急ビルサービスとい



 

 - 12 - 

うビルのメンテとかそういうことをやっている会社でございますが、ここを中心にいわゆ

る小田急グループのデパートとか百貨店、あるいはスーパー等で出ます食品残さを原料と

して養豚用のリキッド発酵飼料を製造したというものでございます。これは最終的には畜

産生産者の方にリキッドのエサを持っていくだけではなくて、その生産者がつくられた豚

肉をグループの内外でさらに販売していこうというようなことで、これがくるっと一周輪

ができております。そういう意味での完全な輪になったというような事例でございます。

これは企業グループが全体で１つの輪を、生産者まで巻き込んだ輪をつくっていったとい

う事例でございます。 

 次のページでございます。これは同じように食品残さの飼料利用ということでございま

すが、消費者の視点に立ってということで、それぞれいわゆる飼料についてのトレーサビ

リティシステムを導入しようということで、消費者のところにきちっとした産地・生産者

名を表示するだけではなくて、給与飼料の種類とか成分とかそういう情報が出せるような

システムをつくったという事例でございます。それぞれスーパーとか食品製造業とかから

保冷車で原材料の野菜くずなどを収集して、横浜市のリサイクルセンターで食品残さを飼

料化して、そして最終的に成分分析表を付して畜産生産者へエサとして、配合飼料の原料

として販売しております。そして、それぞれの豚がトレーサビリティシステムを使ってデ

パートで販売されているという事例でございます。 

 次のページが全国のエコフィードの主な取組事例ということで、これはそれぞれの地域

での取組事例を記させていただいたところでございます。 

 以上、資料３でございます。 

 次に、資料４でございます。 

 これにつきましては、それぞれの県、あるいはそれぞれの団体から本年度の取り組みに

ついて具体的に挙げていただいたところでございます。それを私どもの方で簡単に取りま

とめさせていただいたものでございます。 

 まず飼料増産運動につきましては、ほとんどの県が都道府県飼料増産会議等を開催して

ございます。そして、アンケート調査に基づいてそれぞれ４つの項目についてマップも作

成していただいているということ。そして、ネットワークの設置というようなことになっ

ております。見ていただいたらわかるように、積極的に取り組んでいただいている県でも

必ずしもこの中に入っていない県があるということも事実でございます。 

 それから、稲発酵飼料の作付拡大ということで、現地検討会を開催していただいている
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県、そして各農政局がやっている現地検討会へ参画していただいている県等がございます。 

 国産稲わらの利用拡大ということで、これもそれぞれの現地検討会を開催したり、ある

いは収穫実演会をやっていただいている県、そして参画していただいている県。 

 それから、放牧の推進につきましても、シンポジウムまでやっていただいているような

県もあります。あるいは放牧講習会をやっていただいた県とか、そういうようなところも

ございます。 

 外部化についてもそれぞれの地域で現地検討会への参画というような形になっていると

いうことです。 

 その他ということで、草地の簡易更新マニュアルをつくって実演していただいたところ。

あるいはカッティングロールベーラーと先ほど申し上げましたけれど、トウモロコシをワ

ンマンオペレーションでロールサイレージにできる機械の現地での実証というか、実際機

械を動かしてやってみたところ。あるいは奨励品種の選定をやっていただいたところとか、

そういうようなものもあります。あるいはサトウキビの飼料利用等の現地検討会をやって

いただいたところもございます。 

 それから、エコフィードにつきましては、それぞれの県での行動会議の開催をしていた

だいたところ。取組事例については全県で収集しております。研修会の開催、利用実態調

査等を行っていただいているところでございます。 

 それから、次のページが団体での飼料増産の推進でございます。飼料自給率向上に向け

た関係団体の取組ということで、全国農業協同組合中央会、今日も参加いただいておりま

すけれども、これについては全国へのチラシ等での呼びかけ、それから地域水田農業ビジ

ョンの中での飼料作物の作付の呼びかけ等を行っていただいております。あるいはそれぞ

れの担当課長会議での呼びかけを行っていただいております。 

 全国農業協同組合連合会についてはそれぞれ具体的な地域での実施、そして県段階のコ

ントラクターの立ち上げの協力等も具体的に行っていただいているところでございます。 

 あるいは中央畜産会においては会員への情報の提供、あるいは肉用牛経営に関する検討

会の開催を行っていただいているというようなことがございます。 

 それから、全国肉用牛振興協会においては、地域肉用牛振興対策事業を通じて放牧の推

進等を行っていただいております。 

 日本草地畜産種子協会においては、これは中心的な存在だと考えておりますので、先ほ

どの増産ホットニュース、あるいは農業新聞への掲載等の普及啓発を図っていただくだけ
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ではなくて、飼料専用種子の増殖とか、あるいはパンフレットの作成、あるいはマニュア

ルを配布していただいております。あるいは先ほどの放牧サミットを開催していただく等

のことも行っていただいております。 

 あるいはふれあい交流放牧サポーター養成研修等のいわゆる消費者への情報提供、ある

いは消費者との交流ということも行っていただいているところでございます。 

 それから、具体的に全国肉牛事業協同組合や、家畜商協会においては稲わらの利用拡大

を実際に会員でやっていただいているところでございます。 

 食品残さの飼料化ということでございますが、配合飼料供給安定機構については中心的

に取り組んでいただいておりまして、講習会への支援なり、マニュアル、今日もついてお

りますが、飼料化マニュアルの編纂会議の開催とマニュアルの作成・配布、あるいはリー

フレット等をつくっていただいているということ。それから、エコフィードの安全性確保

のためのガイドラインの作成等をやっていただいているところでございます。 

 それから、それぞれの協会におかれましては、会員への周知徹底等をしていただいてい

るところでございます。 

 それから、飼料工業会におきましては先ほどのアンケート調査等の実施も行っていただ

いたところでございます。 

 それから、消費科学連合会におきましては、飼料化の現地検討会への参加というような

ことで、先ほどの事例でもございました横浜市有機リサイクル協同組合の現地検討会に参

加していただいたというようなこともございます。 

 以上、長くなりましたが、簡単でございますが、説明にかえさせていただきます。 

○町田畜産部長 それでは、資料説明を終わりましたので、これから意見交換を行ってま

いりたいと考えております。 

 飼料自給率の向上ということで大きく２つ、自給飼料の増産と食品残さの飼料利用、エ

コフィードの推進ということで説明があったわけでございますが、まず最初に自給飼料の

増産、これをテーマに今年かなり計画的に取り組みを進めてきたわけでございますが、そ

の状況なり、課題なり、今後に向けての御提言といったようなことから御意見を賜れれば

と考えております。 

 最後ちょっと、はしょった形になって、都道府県と関係団体の取組があったわけですが、

それでは、全国の畜産界を代表して山口委員と全中の冨士委員から取組なり、所感なりを

まずお話ししていただいて口火を切っていただいたらと思うんですが、よろしくお願いし
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ます。 

○山口（幸）委員 県庁の取組、県全体をしゃべれればいいのですけれども、私、余りよ

くわからないので、栃木県の話をさせていただきます。 

 戦略会議の栃木県版をつくりまして、通常、こういった会議ですと、畜産関係の人たち

の集まりになるのですけれど、今回の場合はもうちょっと全体を見られるような人を集め

まして、例えば団体ですと、会長とか、専務理事クラスの人に集まってもらいまして、自

給飼料の向上の戦略についてどうやるのだというような議論をさせてもらいました。 

 通常、今まで生産費が安くなるというような話で自給飼料をつくりましょうというよう

な話だったのですが、必ずしもそうでないと。必ず安くなるわけではないという話も出ま

して、栃木県の畜産物の代表は生乳だと思うんですけれども、栃木県の生乳の評価という

のはあれだけの草地基盤を持っているということも非常に重要だというようなことで、こ

れからも畜産物の評価を高めるためにも自給飼料の向上にも取り組んでいきましょうとい

うようなコンセンサスみたいなのを得られて進めました。 

 いろんな中身は先ほど姫田課長がおっしゃったような中身の取組をしたのですけれども、

その中で幾つか特徴的な話をさせてもらいますと、まず稲わらに関してなのですが、県間

の稲わらの供給をやりまして、うちの県から外の県に供給した例がありまして、２つの集

団が供給したのですが、そのうちの１つの集団が非常によかったと。来年あたりももうち

ょっと早目に言ってもらえればぜひ取り組みたいというような非常に心強い話が１例あり

ました。 

 次に、飼料の自給率を高めるときに、どうしてもメガファームが家畜の頭数が多いもの

ですから、インパクトがあるというようなことで、メガファームに対しまして自給飼料を

つくってくださいよというような取組をしたのですが、これも非常にいい方向で進んでお

りまして、ぜひやりたいというような話を聞いております。 

 去年私どもの栃木県でホルスタイン共進会を第 12 回目ということで、5 年おきにやる

のですが、やらせてもらいまして、そこで私どものところに泊り込んで酪農家の方と何日

間か過ごしたものですから、いろんな話をさせてもらったのですけれど、こちらにお見え

になっている今さんのだんなさんなんかとも夜一緒に話をさせてもらったのですけれど、

栃木県の生乳を守るために自給飼料生産をもっと頑張りましょうよというような話もでき

て非常によかったと思っています。 

 課題としましては、時間的にちょっと遅れているので、来年以降もうちょっとスピード
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アップする必要があるなというふうに感じているのは、耕畜連携の関係ですね。これはそ

んなに進んでいないという話と、コントラクターなのですが、幾つかあるのですけれど、

まだまだ足りないということで、もうちょっと早めてほしいという要望もありますので、

来年度以降これに力を入れてスピードアップしたいと、こんなふうに考えております。 

 以上です。 

○町田畜産部長 ありがとうございました。 

 冨士委員。 

○宮田委員（代理 冨士） 私の方は全中、全農を中心とした生産者の団体の取組を一部

御紹介させていただきたいと思います。 

 転作作物としてのホールクロップサイレージなり、その取組ということで、水田に飼料

作物を植えるということで、地域水田農業ビジョンということで地域での米を含めた転作

作物の集団的な作付の取組で、そういう水田農業ビジョンの大会なり、実践交流集会で飼

料作物への誘導ということでの意識喚起とかそういう取組、それから優良事例の実践の交

換とかということを今年 7 月と 12 月に大会を開いてやったわけであります。 

 そういう意味で、初年度ということではそういう意識喚起とかＰＲ、優良事業の相互交

流ということはよかったとは思いますけれども、自らの反省を踏まえて次年度はもう少し

踏み込んだ、実際に着実に取り組んでもらえるような、そういう具体的な目標なり、取組

目標の設定というのが必要なのではないかなというふうに感じています。 

 例えば水田転作の場合はちょうど 12 月から 1 月、2 月にかけて配分が現場におります

けれども、そのときにいろんな意向調査、結びつきの調整というのをセットで人が入って

やってあげるということが必要ではないかと。ここでも畜産農家の利用意向調査をやって

いますけれども、そういうのと転作の配分の作付計画なりとのセットで実際に現場で指導

していくということが極めて大事ではないかなというふうにも思いますので、そういう意

味ではタイミングとか時期を失しないような形で普及・推進、それから耕種農家と畜産農

家との調整を図ってあげるということが大事ではないかと思います。 

 以上です。 

○町田畜産部長 ありがとうございました。 

 今、耕畜連携なり、稲わらの話が出ました。自給飼料の増産ということでもう１つ放牧

の推進という大きなテーマがありまして、これは浅野委員のところで去年９月に放牧サミ

ットをやっていただいたのですが、その辺の御紹介なりも含めて放牧だけではなくて結構
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ですが、今後の取組についてお話をいただければと思います。 

○浅野委員 私のところは農水省、全中さんと飼料増産行動会議の事務局を仰せつかって

おり、飼料増産運動の旗振り役を務めさせていただいております。先程姫田課長から御説

明がございましたが、放牧の推進については、昨年は山口県で水田等耕作放棄地における

肉用牛の放牧をテーマに全国会議を開催させていただきました。 

 釈迦に説法かと思いますが、肉用牛の放牧に関しては、もう道具立てがすべて揃ったと

言ってもいいのではないかと思います。つまり、平坦な美田から谷津田、急傾斜の棚田、

それから林地、果樹園等に至るまでどんなところでも肉用牛の放牧は可能でだれでも簡単

に低コストで取り組めるということを再確認できたというのが山口県の放牧サミットの大

きな収穫ではなかったかと思います。 

 それと特に強調したいのは、水田等耕作放棄地等における肉用牛の放牧のもたらす効果

は単に畜産分野のメリット、飼料自給率の向上という面だけではなく、地域資源、地域経

済社会の活性化に大なり、小なり貢献することが明らかとなりました。これは山口県のみ

ならず、島根中国地方、北陸や東北、九州等に至るまで、そのもたらす効果は大きなもの

があり、地域対策として位置付けすべきではないかと考えます。 

 したがって、肉用牛による耕作放棄地の放牧はもっと素直に、広く、高く評価されてい

いのではないかと思います。確かに規模は小中規模ではありますが、特に中山間地域の活

性化の 1 つの決め手、起爆剤になるのではないかと期待しております。 

 ２つ目は、コントラクター等による作業の外部化でございますが、これも先程来いろい

ろ話が出ておりますように、飼料作物の生産、収穫のみではなく、田植えから、稲わらの

収集、畑作営農から、集落営農、農畜産物の販売まで手掛けるなど、地域集落営農の担い

手として多面的な活動を展開する事例も増えてきております。こうした実績、優良事例、

あるいは重点地区としてここにお示しされている最新のデータ、情報を全国津々浦々の市

町村にもっと早く的確に伝えるべきではないかと思います。 

 何はさておき、末端の市町村の方々の意識改革、取組の姿勢が肝要で、中央から市町村

に至るネットワークのあり方について、これまでの実績、情報等を武器にして、末端の市

町村段階がとにかく目を覚まして動いてもらえるような、そういうネットワークづくりを

急ぐべきでないかと思います。例えば市町村段階における飼料増産運動の仕掛け人、オル

ガナイザーは具体的にだれなのか。また、ボランティア活動の協力依頼など。粗飼料生産

ばかりではなくて、地域資源のリサイクルによる飼料化への取組においても最近ボランテ
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ィアの活動が各地で見られるようですが、このように末端における運動の推進の担い手を

どのような形で編成、結集して、地域の活性化につないでいくかという、知恵出し、戦略

を市町村も県も私達も真剣に考えるべきではないかと思います。 

 私のところも「飼料増産ホットニュース」という情報誌を毎月出しています。全国 150

カ所にモニターを設置させていただき、そこから新しい情報を汲み上げて、毎月約 3,500

部配布しておりますが、この１年有余見ていますと、明らかに情報の中身が変わってきて

おりますね。以前は水田等の肉用牛放牧は耕種農家と畜産農家との相対取引がメインであ

りましたが、最近は地域ぐるみや集落と畜産サイドとの取引。逆に耕種農家等が牛を借り

て放牧するという新しい形態も見られるようになりました。コントラクターも先程申し上

げたように、事業活動も多様化してきており、取組の内容、現地情報も刻々変わっている

わけですから、現地の情報をタイムリーに的確に市町村に伝えていくべきだと思います。 

 飼料増産運動も単に畜産分野、耕畜連携という範囲にとどめないで、地域の再生、活性

化に導く地域対策の起爆剤、橋渡し役として位置付け、事業推進のネットワークも生産局

のみではなくて、関係する他の部局、また他の省庁も取り込んだ地域全体の運動にしてい

けば、消費者を初め多くの地域住民の理解、協力がより一層得られるのではなかろうかと

思います。運動の実効、成果をより加速化させるためには、何よりも地域ぐるみで全員が

取り組むという、そういう機運を醸成させることが今最も求められているのではないかと

思います。 

○町田畜産部長 ありがとうございました。 

 今お三方の委員からそれぞれの取組なり、今後の展開方向まで含めて御意見をいただき

ました。こういったことを踏まえまして、どなたからでも結構でございますが、また引き

続き議論を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。 

 では、阿部委員、お願いします。 

○阿部委員 私は乳牛の方の仕事が専門なのですが、酪農という世界から見てくると、や

はり飼料稲の最大のライバルは 220 万トンで、ぽんと電話１本かけたら持ってきてくれる

輸入乾草だと思います。輸入乾草が飼料稲の最大のライバルだと思います。そうすると、

輸入乾草に対して飼料稲というのはどの程度魅力的かというようなことをアピールするデ

ータというものを試験研究の側とか実際の地域の技術を見てみると、まだまだ未成熟だな

という感じがするんですね。大ざっぱに言うと輸入乾草のチモシーの開花期ぐらいと同じ

ぐらいであると言われているのだけれども、必ずしもそうではない。一般的な評価として
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は輸入乾草は変動が大きいけれども、飼料の稲ホールクロップサイレージというのは採食

量が非常に安定していて、これは評価できるのだというようなことがある。だからもう少

し両者の定量的な比較というか、飼料稲のアピールをどんどんしていく。そのための試験

研究の展開を引き続いてやっていってほしいということが要望としてあります。 

 それから、もう１つは感想なのですが、先ほどお話がありましたけれども、要するに稲

をつくる。稲作農家の人たちのコストの話なのですが、単位というのは 10 アール当たり

であって、田んぼの面積である。一方、酪農家の関心というのは、今さんもおられますけ

れども、これは１キロ幾らなんだろうかと。つまり輸入乾草だと関東の場合には農家庭先

渡しで 37 円から 40 円ぐらいなんだけれども、それと同じぐらいなんだろうか、もっと安

いんだろうか、少し高いんだろうかという、そういう評価の単位が酪農の受け取る側は１

キロ幾らの世界なんだけれど、片方、つくる方は 10 アール当たり幾らという、そこら辺

がだんだん、先ほど言った技術が、栽培方法だとか、収量でとか、乾物でどのくらい取れ

るかということが成熟してくるとなるのですが、どうもそこら辺の感覚が違うなという、

そういうのがあります。感想も含めてですが、そういうことを感じております。 

○町田畜産部長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 大木委員、お願いいたします。 

○大木委員 国内産の飼料の自給ですね。これの取組について実態とか、本当に皆さんの

お話を伺って、ここまでよく皆さん頑張ってやっていらっしゃるなと、消費者として思っ

たことが１つなんですが、私どもの団体は食品残さの問題にも力を入れている団体の一つ

です。 

 実は、今年の 1 月に、私、宮崎県に行って牛の繁殖農家を見せていただいたんですね。

そうしましたら、資料３のところの絵にＷＣＳの給与で、牛はみんな下を向いてエサを食

べていますが、下にエサを置くのは生産者にとってその作業は大変だと聞いておりました

が、そこの農家さんの場合は自分で考案されて、牛の高さのところに置くという工夫がさ

れており、作業が楽になったし、その時の見学者も良い方法とほめておりました。あまり

労力を使わずに効率を上げる工夫も大事ではないかと思いました。 

○町田畜産部長 ありがとうございました。 

 今委員、先ほどもお名前が出ていたのですけれど、どうでしょうか。 

○今委員 私たち酪農家にとりまして、この会議が始まってから、昨年あたりから随分動
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き出したなという感じがしています。 

 私たちのところは栃木県で、山口課長がいらっしゃるのですけれども、県を挙げてコン

トラクター問題にも取り組んでくださっていまして、できるだけ早い時期に成果を出した

いという言葉もいただいていますので、この会議で話されていることが着実に実行に移さ

れているのかなと思っています。 

 まず１番に耕畜連携ということで最初に現場では何が問題かといいますと、堆肥がどの

ように流通するかというところで耕種農家と畜産農家の関係が近づくのかなと思うんです

ね。私、那須町ですが、那須町でも動き出しまして、良質堆肥の利活用協議会が発足しま

した。つい先達て設立総会がなされたのですけれども、いい形で動いてきているのではな

いかなと思っています。 

 ちょっとこれを見ていて、人づくりというのがかなり出てくるのですが、つくられた人

たち、育成された人たちが地域に帰って動きやすい仕組みがなければ絵にかいた餅という

とちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、形としてやはり現場で人材が育成されて動

いているなという感触がつかめないと思うんですね。ですから、やはり育成に力を入れる

分、その人たちが動きやすい仕組みをつくることも、それはどの段階で必要なのかという

ことはちょっと私もわかりませんが、そういうことも大切ではないかな思っています。 

 あとは、放牧畜産、肉用牛に関してと言ってくださっていることが非常にありがたいな

と思ったのですが、やはり全国一律に、例えば肉用牛、酪農の乳用牛も一律に放牧が望ま

れると言われますと、放牧に適さない地域、酪農にとりましては放牧に適さない地域で牛

を飼っている酪農家もありますので、全国一律に畜産農家すべてが放牧酪農に力を入れま

しょうと言われてしまうと、ちょっときついかなという思いもあります。 

 今のところそんなところです。 

○町田畜産部長 ありがとうございます。 

 全国を回っておられます増田委員、御意見がありましたらお願いします。 

○増田委員 畜産物を食べる立場の人々、生活者として台所に携わっている人は、飼料の

自給率が何％だか、向上させなければいけないということには全く無関心だろうと思うん

です。今日いただいた資料にこれだけ多くの取組が示されているのですから、消費者、生

活者を巻き込むための方法を次のステップとして考えていかなければならないと思います。

エコフィード基本法ぐらいの法律をつくってもおかしくないと思う。日本の食生活という

のは豊かになり過ぎているばっかりに大あぐらをかいているようなのが実情でしょう。こ
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こで何か、まさか法律までということは難しいとしても、スローガンのようなものを掲げ

て生活者を巻き込みたい。エコフィードによってつくられた豚肉、養豚の場合は、こちら

におられる山口委員にしても、山元委員にしても大変な意気込みでかかわっていらっしゃ

る。これはやはり残念ながら点だと思うし、消費者は知らない。 

 クローズドだから可能な、例えば空港のレストラン残さ、コンビニのお弁当残さという

のがあるとしたら、一般の外食産業からの残さなんていうのも広げていってできないこと

ではないのではないかと思うんですね。１つにはそういうスローガンのもとで、食品全体

のリサイクルを普通の人が、普通にそれを受けとめて考えられるような社会構造にしてい

かなければならないと思います。 

 誰でも台所で捨てているジャガイモの皮にしたって、ダイコンの皮にしたって、菜っ葉

の端くれにしたって、もったいないと思わないで捨てている人はいないでしょう。そこま

で発展させるのはもっともっと先の話としても、とりあえず食品産業の加工残さと畜産の

リサイクル社会を構築していきたいと思います。 

 それから、私は１カ所食品加工残さでＦ１の肥育をしていらっしゃる福島県の事例を見

学させていただきましたけれども、今、牛肉というのはめちゃくちゃ高くて、消費者から

遠くなってしまったという感じがしております。特にアメリカからの牛肉がまことに不可

解な事情で止まっていることもあるのでしょうが、現在の日本の牛肉は高過ぎます。和牛

はともかくとして、国産牛肉というのをここで踏ん張って振興させないと、消費者の牛肉

離れというのは始まってしまっていると思います。先ほどの山口委員の御報告では、いわ

ゆる国産の飼料では生産費の低下にはつながらないというお話でしたけれども、そうしま

したら、牛肉の場合は差別化、やはりこれも豚肉と同じようなうたい文句で、国産牛肉の

振興へつなげるような方法はないだろうかと。福島での見学はＦ１の肥育に残さを使って、

コスト削減を可能にしている事例でした。通信販売で私も買わせてもらいましたけれども、

リーズナブルな値段でしたから。今は国産の牛肉を振興させるチャンスでもあると思うん

ですが、豚肉と牛肉、２つについて提案をさせていただきました。 

○町田畜産部長 ありがとうございました。 

 話がだんだんとエコフィードといいましょうか、食品残さの方に話がいっておりますの

で、続けてそちらのテーマに移っていって、最終的に全体御意見を総括するような形で私

ども事務局も考え方といいますか、示したいと思いますが、せっかくエコフィードの話に

なってまいりましたので、そちらの方の話に進めていきたいと考えております。 
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 まず最初にエコフィードの方、野﨑委員のところで事務局を含めていろいろ取り組んで

いただいておりますので、ことし１年全体としてやってみて何かお考えになったようなこ

とをまず提起していただければと思います。 

○野﨑委員 食品残さの利活用の歴史、これは非常に新しいわけです。自給飼料の増産運

動というのはずっと長くやられてきて、浅野委員のお話からしても大分成果が上がってき

ている感じを受けましたけれども、食品残さの利活用とはせいぜいここ１、２年の話です。

それ以前は一部の先駆者の方々がリキッドフィーディングなどに取り組んでおられました

けれど、やはり自給率向上ということで本格的な運動らしくなったのはここ１、２年とい

うことだと思います。そういう意味で非常に歴史が新しく、今回の戦略会議、実は去年の

6 月発足ですから、そこから出発したということであります。先ほど「点」というお話が

ございましたけれども、全国展開というよりは、まさに先駆者がぽつぽつと点で取り組ん

でおられるというのが実態でございます。歴史が新しいということで、食品残さの加工技

術などについてノウハウを持っておられる方が非常に少ないわけでございます。そういう

意味で、今後の展開方向として、今日御出席の山口委員や山元委員は取り組んでおられる

わけでございますけれども、食品残さの利活用を広げるための人材の育成、その辺をもっ

と力を入れてやらないとなかなか拡大しないのではないかと思います。 

 私は前から点から線、面に広げなくてはいかんということを言っているのですけれども、

そういう意味で、生まれたてといいますか、こういった運動が始まったばかりでございま

すので、人材の育成を含めて、国なり、都道府県なり、試験研究機関の皆さん方にぜひと

も御協力いただきたいということでございます。そういうことで、特に国、県の御指導を

ぜひともお願いしたいと思います。 

 それと先般つくばでシンポジウムをやっていただいたわけでございますが、阿部先生の

基調講演等々で約 500 人の参加者があったということで、ここ半年、１年の間で大変大き

な関心を持たれるようになってきたということでございます。シンポジウムには冒頭お話

がございましたように、国とか県の方に加え、プラントメーカーなり、食品残さの加工処

理をこれから手がけたいという方々が大勢お見えでございました。こういった食品の循環

資源としての利用を具体的にどうやって事業化するのか、言葉は悪いのですが、自分の会

社のためにどうやればもうかるのかいうことで、相談コーナーを設けたわけでございます

が、かなり具体的ないろいろな御質問があったようでございます。 

 そういったことで皆さんの関心が非常に高くなっておりますので、これから本格的に運
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動を進めていかなくてはいかんということを痛感しているところでございます。 

 御参考までに「食品残さの飼料化をめざして」という冊子をお配りしておりますけれど

も、これは前にも申し上げましたけれども、阿部先生などの御指導のもとで私どもが編集、

発行しているものでございます。ぜひ利活用をお願いしたいと思います。 

 とりあえず以上でございます。 

○町田畜産部長 ありがとうございました。 

 エコフィードは比較的新しい取組ということで今やっている先駆的な取組を広げていか

なくてはいけないということで、まさに今お取組になっています山口委員なり山元委員か

ら、広げるためのアドバイス等を含めてお願いできればと思うんですが。 

○山口（秀）委員 それでは、現状までの状況を含めて少しお話しさせていただきたいと

思います。 

 私どもは排出事業者としてコンビニというのは店舗が１つのエリアに出ますと必ずそこ

にお弁当なり、サンドイッチなり、総菜なりを提供する工場も付設してまいります。そう

いうことで生産の部門、工場と店舗が地域に一体になって出店させていただく。こういう

背景があります。そういう中で地域単位でその工場から出るいわゆる加工過程における食

品残さ、それから店舗においては販売期限切れで処理をしていかなければならないもの、

この両方があるわけです。今、まだまだ途上でございますけれども、前回の 30 日のシン

ポジウムで阿部先生のお話にもありましたように、それはかなり進んではきているなとい

う感じは手ごたえとしては持っております。 

 私どもは、一番最初、97 年ぐらいから小規模にいろいろテストをして、飼料化を目指

そうという方針を決めて取り組んできたわけですけれども、飼料化を目指そうという基本

は１つはいわゆる堆肥ということから入るよりも、飼料から入るべきだろうという基本的

な循環の考え方が１つ。 

 もう１つありましたのは、食品残さをエサの原料にきちっと使えるように保管管理をし

て、そして品質の高いエサをつくるということをいわゆるリサイクルの考え方の中で実践

していけば、これは経済的にもある意味では環境と経営といいますか、経済が整合する形

で事業としての展開ができるのではないかなと。こんなことで進みました。 

 １つの事例が、事例の８ページの九州地域の中に九州食品工場リサイクル事業組合とい

うのが出ているのですけれど、この事業は 2002 年に組合をつくりました。構成メンバー

としては、我々の生産に携わっていただいているお弁当工場等の工場のグループ、それか
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らその工場から収集、そして飼料化をしていただく事業者さん、そしてまたそれを利用し

ていただく養豚家の方、こんなメンバーで組織をつくって、１つのモデル事業に認定いた

だいて展開を始めたのですが、実は最初設備が入って、飼料原料になるようなものができ

ましたけれども、なかなかうまくいきませんでした。 

 そのときにもう１つどうやって品質の高いエサをつくるかという専門的な指導者が欠け

ていた。そこに宮崎大の入江先生にお入りいただいて急展開いたしまして、昨年１月から

入江先生の御指導をいただいて、１つは、工場における排出されるものの分別と保管の管

理、例えば野菜くずとか調理くずであれば冷蔵庫できちっと管理をする。パンくずは常温

で管理する。それぞれきちっと分別して、衛生的に管理をして、それをできる限り毎日回

収して、処理施設、加工施設、飼料化の施設に持ち込む。こんなような御指導から、それ

からまた飼料化をするときの原材料の構成比といいますか、内訳ですね。例えばできるだ

けパンを中心とした小麦製品を半分ぐらい入れなさい。そのほかのものはこの程度入って

もいいですよというような細かい御指導をいただいて、エサをつくってまいりました。 

 その結果、昨年の 11 月に宮崎県の農業試験場、川南支場というところですが、そこで

４パターンで各 12 頭ずつの肥育試験をいただきました。簡単に言いますと、配合飼料で

100％肥育したもの、50 キロから、70 キロから、90 キロからの段階からいわゆるエコフ

ィード 100％に完全切りかえをして肥育してもらう。その結果の評価を試験場の方からい

ただきまして、大変驚いたわけですけれども、我々は当初は配合飼料の中に 10％、20％

配合して利用してもらえれば循環していくのかなと思ったのですが、入江先生の御指導は

そうではなくて、配合飼料よりもいいエサとして活用していこうという形で品質管理の指

導をいただいたわけです。 

 その結果、50 キロから完全切りかえをした豚が市場評価としてもいわゆる上物比率が

一番高い。それから、肉質的にも一番高い評価をいただけたということで、そういう面で

は大変自信がついて、阿部先生が第２ステージにこれからいくんだという話をシンポジウ

ムでされたのですけれど、我々もそういう形でいい品質の肉ができるということはある程

度自信が持ててまいりました。 

 そんな中で次のステップとして考えていますのは、今お話がありましたけれども、まだ

まだ流通のグループとしては排出の場面を持っているにもかからず、具体的になかなかこ

ういう取組が進んでいないという部分もたくさんありますので、この輪をどうやって広げ

ていくかということを考えております。輪を広げるのはさほど難しいことではないかなと
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いうふうには思っているのですが、その一番の根幹はコストだと思います。今、廃棄物と

して処理しているコスト、それとどういう見合いの中でこの飼料化をきちっと進めていけ

るか。我々九州の場合には実は工場は旧来の廃棄物処理のコストと変わらず、とんとんで、

同じコストでいわゆるリサイクルがきちっとできて、品質の高いエサができるという仕組

みには一応なっております。現在いわゆるリサイクルの工場、組合の方も月次ベースでは

収支がきちっととれてきたという形になっています。 

 そのためには、飼料の価値評価がトン当たり大体今 1 万 8,000 から２万円ぐらいの評価

をしていただいているのですが、それぐらいの価値を養豚家の方に十分に認めていただけ

るようなものをつくらないとだめだと。そういう視点から見ますと、私どもでも処理事業

者さんの一部でいわゆる乾燥飼料化ということをやっている部分があるのですが、まだま

だ乾燥して、残さを飼料原料化したけれども、実際には引き取っていただくのにまだキロ

3 円であるとか 5 円程度だと。なかなか処理コストとの見合いが出てこないというような

事例もあります。 

 そういうことを考えますと、やはり飼料をつくるにしても一定以上の品質のものをつく

って、それによって当然肉質もよくなって、消費者の方にも肉そのものの評価をしていた

だくということによって循環するのだろうなと。こんなふうに考えていまして、私どもは

今全国のエコフィードの主な取組事例という中でずっと全国書いてありますこのうちの各

地区で 10 カ所ぐらいのところとジョイントして、地区単位でどういう取り組みを進めて

いくかということで指導もさせていただいて進めておりますけれども、先ほど出た神奈川

の場合ですと、小田急のやっているリキッドフィーディング、これにも参画をさせていた

だいて、一緒に研究させていただいています。 

 それからまた、来年以降、私どもの店と工場の両方の残さを活用してリキッドフィーデ

ィングをやる。一部乾燥飼料をやるというプランが具体的には４カ所ぐらい出ております。 

 それからまた、近畿地区においては、ここに書いてあります京都有機質資源株式会社と

いうところがあるのですけれども、ここにおいては私どもの店舗の方ですね。140 店舗ぐ

らい京都に店があるのですが、全店がこの飼料化に取り組むということで一緒にやらせて

もらっております。 

 そういう意味で、これからますますそういう意識を持って飼料化に取り組むという機運

にはなりつつあるのかなと、こんなふうに考えています。 

 いずれにしましても、やはり大事なことは技術的なことは、乾燥にしてもリキッドにし
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ても可能になった。それから、いいエサをつくるためには何が大事かということも今日お

示しいただいたマニュアル等でも十分に勉強ができるようになりました。 

 あと、問題は、それを実際にきちっと実践し、一定以上の品質のものをつくることによ

って長期的に取り組んでいけるのかなと。こんな考え方を持っております。そのためには

排出者の我々もいいエサにできるような素材として食品残さを管理、保管して、そして飼

料化設備に持ち込むということが重要かなと、こんなふうに考えているところです。 

 全体的にコンビニの中でセブン－イレブンはそんなに大きなシェアを持っているわけで

はありません。セブン－イレブンのグループだけでも年間にすれば 10 万トン以上の残さ

が工場、店から出るわけで、これの少なくとも 10 倍、20 倍の規模のものが原料としては

あると思いますので、飼料をつくるという意味でかなりの可能性があるなと感じていると

ころでございます。 

 以上です。 

○町田畜産部長 ありがとうございました。 

 きちっとしたエサの品質管理がミックスの工場につながって、それが広がる大きなキー

になるのではないかという大変貴重な御指摘をいただきましてありがとうございました。 

 同じく、山元委員、具体的なお取組からお話しいただければと思います。 

○山元委員 今、山口委員の方から非常に大局的な見方でのお話があったと思うんですが、

私の方はスタートが焼酎廃液の処理からスタートしておりまして、もともと海に捨ててお

りました。大体トン当たり 3,000 円ぐらいで捨てておりました。これまでも問題になって

おりますようにトン当たりにどれぐらいの費用をかけるかということが非常に大きな問題

だと思うんです。それともう１つは品質なんですが、私どもとしてはよくよく考えて見る

と実際に何百万トンという廃液が出てきておりましても、水分が 80％もあるということ

は、実際の乾物量で見ると非常に少ないので、我々が今考えている方向というのはむしろ

飼料添加物としての食品残さの利用方法ということを深掘りをしております。 

 これまでというのは発酵飼料というものはかなり否定的に見ておられるわけですね。私

どもは酒屋ですから、アスペルギルスというと非常にいい菌だと思っているのですが、病

理学の世界でアスペルギルスというとフラバスというものがありまして、いや、とんでも

ないということになって非常に嫌われるわけです。ところが、これをどんどん研究してい

ってみますと、例えば飼料要求率を低下させる。あるいは免疫抵抗力を上げていく。そう

いった作用があります。そういったものも本当は非常にコストが高いのですが、そのコス
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ト高という部分をこれまで飼料廃棄に使っていたコストで吸収することが十分に可能にな

ってきます。 

 事実私どものやり方でやりますと、今、海洋投棄はトン当たり 6,000 円から 1 万 2,000

円ぐらいかかるのですが、発酵飼料にしますとトン当たり 3,000 円以下で、水分 15％ぐ

らいの飼料にかえていきます。ただ、乾けばいいというだけの話ではない。これは菌体内

酵素というものが出てまいります。そうすると、その中で成長促進剤的なものが含まれて

おります。まだまだたかたが２年間の研究ですから大見えを切って非常に効果があるとい

うにはほど遠い状態ではありますけれども、徐々に鹿児島県内で今度１万羽の鶏でテスト

をしようと。本当に飼料要求率が下がるのであるならば、これは革命になるよというよう

なことで本腰が入ってきております。 

 それからもう１つ、これも今年、来月からですか、免疫抵抗力のマウスによる試験を始

めます。これもやはり発酵でできた飼料を使うと免疫抵抗力はどうも上がるという感じが

しておりますので、これはマウスでスタートします。これはまた次回に結果を御報告した

いと思いますが、かなり期待をしていただいていいのではないかと。 

 それから、従来のやり方でやっていくということになりますと、山口委員のやり方とい

うのはベストだと思います。ただ、私どもの方は本当は最後には生ごみというのは奪い合

いになるだろうと。実際パンくずなんていうのは現在でも奪い合いなわけでして、手に入

らないんですよ。生ごみも今は嫌われものになっていますけれども、私どもとしてはこれ

は今のうちに手をつけて、きちっとやっておけば、あとは宝の山になると思っていまして、

私自身はそんなに心配しておりません。恐らく多分５年以内に状況は変わってくるだろう

と。我が社はそれについて飼料添加物という方向で検討を進めている。これが現状です。 

 以上です。 

○町田畜産部長 ありがとうございました。 

 飼料としての利用、また飼料添加物としての利用という御紹介も兼ねて御意見をいただ

きました。 

 引き続きまた御意見を伺いたいと思いますが、熊澤先生、お願いいたします。 

○熊澤委員 今まで各委員の方々から非常に有益なお話を伺ったと思っています。 

 私の方は日本有機資源協会ということで、これは今日のお話の中で全部に関係するので

すが、日本でバイオマス・ニッポン総合戦略というのが現在展開しているわけでございま

して、その中で各方面に手を回してというか、気配りしながらその戦略を進めているとい
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うことでございますが、当然飼料の利用、食品廃棄物などの利用、あるいは木材の利用、

その他もみんな視野に入っているわけですが、食品廃棄物につきましては極力エサにする

ということを第１として、最終的に循環を図ってくる。大きな仕事としてバイオマス・ニ

ッポン総合戦略の中でバイオマスタウンという構想が進んでおりますが、その中でいろい

ろな優良事例などを見てみますと、かなり今おっしゃったようなことが部分的に入ってい

る。全体としてタウンとして、ある地域で進めていこうというようなことがかなり出てい

るわけです。 

 今日のお話もこちらの協会の方のいろいろな機会に宣伝するなり、紹介するなりして利

用していっていただきたいと思います。 

 事業としてバイオマス利活用の優良表彰ですか。今日、大臣表彰をやっているかもしれ

ませんが、優良表彰事業というものをやっていますが、その中に食品廃棄物的なものの飼

料としての利用というようなのが、さっき僕は事務の方からもらいましたら本年は３件入

っているというようなことでございまして、全体のウエートからいうと、この辺がもっと

もっと増えていいのではないかというふうにも思っております。 

 また、別にバイオマスプロダクトに対するマークを付けようというような事業もやって

いるのですが、これにも何かうまく引っかからないかなというようなことを、さっき伺い

ながら考えていたんですが、何かいろいろありますればこちらの協会の方も御利用してい

ただければと思います。 

 それで、最後に入る前に１つだけお伺いしたいんですがね。この会議の目的というのは

飼料の自給率の向上ですね。今日の御報告の中には１つも数値が出てこない。自給率。一

体何％からこの１年間でどれだけ上がったか。粗飼料 100％という目標にしたけれども、

これだけの非常にいい努力をされてきて、いい方向だと思うんですが、その結果として粗

飼料の自給率は上がったのかどうか。もう１つは、もちろん濃厚飼料ですね。今鶏とか豚

とかそういうようになったものはどちらの計算に入るのかわかりませんけれどね。濃厚飼

料の自給率は一体上がったのかどうか。その辺を数値として追求していってほしいと思い

ます。まだ統計的に十分でないというのならそれでも結構ですけれど、ホールクロップサ

イレージだけに注目していったら牧草が減っていった。そのために飼料自給率として国民

に大いに宣伝したけれども、粗飼料自給率、上がらなかったと。そのバランスの問題があ

りますね。ですから、部分だけではなくて、全体をやっていくと。もちろん今日の話の中

で豚が出てきたけれども、さっき今さんの話には出ていましたけれど、豚の廃棄物が出て
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いませんね。ところで、実際に地域農業では豚をつくって、豚の廃棄物を例えば堆肥にす

るのはまた大変だとすれば、液肥の状態でうまくやって、農家に持っていく。農家はそれ

で肥料代が節約になるというようなケースも出ています。だから、循環の中で考えていく

ということでいけば、先ほど浅野委員もおっしゃいましたけれど、地域の支持というのが

より広がるのではないかというふうに思います。その辺についてひとつ御配慮いただきた

いと思います。 

○町田畜産部長 時間の関係もありまして、はしょったところもあるのですが、資料の中

には用意しております。後ほどまとめて事務局から全体をお答えするときにそこも触れさ

せていただきたいと思います。 

 それでは、食品産業といいますか、そういうお立場から馬場委員、花澤委員から御意見

をいただければと思います。 

○馬場委員 私の方は食品産業といっても流通なんですね。殊に生鮮食品の流通なので、

実は廃棄物が出るのは大きいところは市場、小さいところは小売店さん、これはなかなか

飼料に結びつけるというのは難しいんです、はっきり言いまして。いろいろと私どもの方

でも会員を集めて啓蒙活動というようなことをやっています。そういう町場の流通の過程

から出る残さというのは、生ですからね。加工業、あるいは先ほどのセブンイレブンさん

などの加工品になってからのものと違うので、活用の仕方があると思うんですけれども、

非常に零細・分散しているものをどう集めて活用するかということで、実際の経済的な活

動としてはなかなかルートに乗ってこないというのが多いと思うんですね。先ほどもコス

トという話がありましたけれども、それをどういうふうに活用するかというのはまさに個

別の業者さんの努力ではなくて、全体の都市のいわばごみといいますか、廃棄物の収集の

仕方とも絡んでくると思うんですね。今、生ごみは生ごみと分別はしていますけれども、

その中で、かつ、資源として活用できるもの、そうでないものを分けるかということにな

ってくると、個別零細な家業的な八百屋さんと魚屋さんになると非常に難しいわけです。

そこがはっきりと一般的啓蒙はやっていますけれども、現実に結びつけるのはなかなか難

しいというのが実感でございます。そういう意味では皆さんのようにはかばかしい成果を

説明する状況にないというのはお断りしなくてはいかんと思います。 

 それから、先ほど資料の御説明でちょっとわからないので、後で結構でございますが、

２点ほど教えてほしいと思っているのがありまして、１つは２ページの放牧のところで面

積が減って、頭数が増えていますね。15 年、16 年。いや、それは実数だから別に問題な
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いのでしょうけれども、面積と放牧数の関係というのはどういう関連になっているのかと

いうのを後で教えてほしいというのが１つです。 

 それから、国産稲わらの利用拡大のところですけれども、17 年の国産稲わらが 108 万

トン確保の見込み。これは前年度に比べる 16 万増と書いてありますね。その下に９月時

点で不足量が 16 万トンで、12 月時点で９万トンを確保の見込み。この辺の数字の感覚が

どうもよくわからない。別の資料を見ると、900 万トンとか 1,000 万トンの稲わらはある

わけですから。そこで 16 万トン増えて、増えているにもかかわらず不足なのか、増える

見込みがずれて 16 万トン不足なのか、後で教えてください。これはくだらん話ですけれ

ど、資料の中身の問題です。 

 先ほど申し上げたように、食品の流通段階での飼料自給率向上に向けての結びつきとい

うのは難しいのですが、実は私は中央環境審議会の委員もやっているので、あちらでもい

ろんな環境面からのリサイクル問題をやっていますけれども、やはり日本の飼料問題とい

うのは、１つは非常に多く輸入飼料に頼っている。それはやっぱり世界的に言うと非常に

多くの栄養分を日本へ持ってきてしまっているわけですね。これが消費した後に出ていく

ところがないわけです。だから、正しいかどうかわかりませんけれども、要するに日本の

土地の中には物すごい窒素がたまってきているのではないかと議論があるんですね。 

 そういう意味で、単なる自給率向上というのではなくて、環境として世界中から穀物を

輸入するのは日本の国土全体を窒素過多にしているのはないか。それは将来の農業生産に

非常にマイナスに働くのではないかという議論を含めてやっていただいた方かいいのでは

ないかと思っています。 

 ちょっと余計なことを言いましたけれど、以上です。 

○町田畜産部長 ありがとうございます。 

 花澤委員、いかがでしょうか。 

○茂木委員（代理 花澤） 私は食品産業センターの会長の代理で出席させていただいて

いますけれども、食品産業センターは主にメーカー、食品製造業の団体なので、その点か

ら言いますと、食品産業の製造から流通、外食の中で一番リサイクル率というか、飼料化

の率は高いわけですけれども、そのゆえんはメーカー段階ですから、工場段階ですから、

当然大豆にしても、麦にしても我々は１つの資源と考えているわけです、食品残さという

よりも、例えば大豆であれば豆腐にして、残ったおからをどう使うかとか、いろんな自分

たちの購入した原料、食品資源をどう活用していくかという観点から、特に大企業はそう
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いう観点。それから、環境問題等ありますから、かなり取組は進んでいると思います。 

 その中でコストの問題ということもありますけれども、高ければ当然エサの方にいくの

ですけれども、なかなかエサと肥料と比べてみて、エサの方が優位な価値差があるという

状況に必ずしもないもので、まだまだ本日御提供いただいたこの参考資料２の 31 ページ

を見ていただいても、食品製造業の肥料化が 43％、飼料化が 38％と書いてありますけれ

ども、この辺、先ほど山口委員がおっしゃったように、リサイクル、循環ということを考

えますと、堆肥に使うよりも飼料に使っていただいた方が我々食料原料してやっているも

のとしてはそれが望ましいと思うので、その辺を工夫する必要があります。 

 一番の問題は、ある程度大手の企業はしっかりやっているのですけれど、問題は中小、

零細、まさに先ほど馬場委員がおっしゃったところに通ずるのですが、そういうところ、

中小、零細、要するに分散しているわけですね。それをどう集めてくるかという部分、こ

れがなかなか啓蒙も含めて難しいところがあるんですけれども、今回のこの会議に昨年の

６月から参加させていただいて、本日いろいろといい資料が、事例集とか、先ほど野﨑委

員からも御報告があったエコフィードの本などもなかなか使いやすい本ですし、マニュア

ルも今おつくりになっているということで、我々食品産業センターとしては、特に中小の

食品製造業の人たちの意識改革、啓蒙、こういった観点からこういった資料も使わせてい

ただきながら取り組んでいきたいと思っています。 

 それから、うちは外食は直接いろいろやっているわけではないのですが、先ほど山口委

員がおっしゃった分散した店舗から集めるという観点から言うと、要は１つの系列のコン

ビニで集めることもいいのですけれども、なかなかコンビニといってもセブン－イレブン

から始まっていろいろありますから、小さいところもありますし、来年度、たしか首都圏

でほかのコンビニを幾つかまとめて１つの業者が集めていくという取組が始まりますけれ

ども、そういった小規模のものが分散してるものをどうやって集めていくかということも

いろいろと考え、努力していきたいと思います。 

 そういうときに一番大事なことは、先ほど山口委員もおっしゃっていたように、分別保

管、温度管理、要はほっておけばどうせ腐敗していくわけですから、それをどうやってし

っかりと管理していくかという観点が大事だと思います。 

 最初の分別のところをいきますと、やはりこれは食品廃棄物というか、食品残さではな

くて、資源だというふうに、特に工場など、あるいは店舗でも各社員、職員が意識を徹底

してもらって、大事に扱ってもらう。そうしないと、例えば先ほど山元委員もおっしゃっ
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ていたパンくず、これは非常に需要が高まっていますけれども、これでも例えばパンくず

でもブドウが入ったレーズン入りのものをぽこっと普通の食パンの中に入れしまうと、ち

ょっとこれは話が違ってきますが、パンくずの場合に一番高いのはパン粉になるのですが、

それにブドウが入っているのを入れてしまうと、パン粉の原料として途端に減点されてい

くとか、ですから、製パン工場ではパンのくずを異物というか、ほかのものが入っている

ものと、何も入っていなパンと峻別してくずを整理するとか、パンくずでもいろんな段階

で整理しているわけですね。その段階に応じてエサにも回りますが、そんな意味で異物混

入という観点からは、より食品残さごみという感じではなくて、資源として考えてもらっ

て、資源の中で例えばこれはここ向きの資源、これはここ向きに使うのだというような感

じで十分職員、社員の意識の向上を図っていく。そういうところからも今後私どもも全国

でさっきの取組の中で環境セミナーというのが出てきましたけれども、今年度も全国で

40 カ所ぐらいやっていますので、47 都道府県どこでも１件ぐらいやっているので、それ

からうちの業種別団体で、みそとか、しょうゆとかいろいろありますから、そういうとこ

ろもみんなでフル稼働して、特に近年は容器リサイクル法の問題、それから食品リサイク

ル法、そしてその中の使い方としてこういったエコフィードとか、そういうものがいろい

ろありますから、そういうものをしっかりとうまく組み立てていって総合的な取組にして

いけたらと、こんなふうに思っております。 

 よろしく御指導のほどお願いします。 

○町田畜産部長 ありがとうございました。 

 配合飼料原料として利用していただいております平野委員からお願いいたします。 

○平野委員 いろいろお話を承りましたけれども、先ほど資料を見せていただきまして、

実は私、自分でびっくりしておりますのは、いわゆる食品加工残さというんですか、お菓

子のくずとかパンくず、そういったものの飼料への利用が 18 万トンある。これは主に豚

と、一部、牛だと思います。豚だけで換算しますと、大体１トンのえさで３頭の豚ができ

ます。そうしますと、18 万トンでございますから、50 万頭の豚がこれで育ってきたとい

うふうに評価できるのではないかと思います。これを今度日本全体で生産されているもの、

詳しい数字は今ちょっと頭の中にないですけれど、えいやの目の子でいきますと、約３％

ぐらいになるのではないかと思います。現在まだ緒についただけなのですが、前からやっ

ていたのですけれども、こういったことがあります。これがもっと広がっていけば、先ほ

どの話ではないですけれども、数字が具体的に見えてくると、みんながもうちょっと、も
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うちょっとということでさらに進むのではないかということで、私ども業界といたしまし

ても、今、例のリキッドフィーディングとか、そういったことにつきましても、私ども会

員の会社さんがいろいろどういうふうに飼料に持っていくか、出てきたものプラス、合わ

せることによって完全な飼料になってくるということでございますので、そういったこと

で取り組まれている方もございますし、そういった方がもっと増えてくると思います。こ

れからも大きな課題として私どもも取り組んでいきたいと考えている次第でございます。 

 以上でございます。 

○町田畜産部長 ありがとうございました。 

 まだまだいろいろ御意見を伺いたいと思うんですが、今の段階だけでも大変貴重な御意

見をたくさんいただきまして、私ども来年度に向けてまた課題を整理していきたいと思う

んですが、事務局にお尋ねになった点につきましてポイントのみですが、畜産振興課長か

ら。 

○山口（幸）委員 ちょっとよろしいですか。国の方で総括される前に一言。 

○町田畜産部長 どうぞ。 

○山口（幸）委員 国の方で総括される前に都道府県に関する部分が幾つかあったので、

話をさせてください。 

 最初、直接は関係ないのですけれど、増田委員が言われましたことで、私の言葉足らず

みたいなところがあるかもしれませんので、ちょっと補足させていただきたいのですけれ

ど、国内で自給飼料をつくるのが高いという意味では決してなくて、多分、今さんなどが

つくっておられる大規模にイタリアンとトウモロコシの輪作体系などの場合は安いのだと

思います。高くてあまり採算に合わない例もありますということでの話ですので、ひとつ

誤解のないようによろしくお願いします。それが１点です。 

 それから、２点目は国産の、例えば粗飼料を使って畜産物をつくるときに、その部分が

よく消費者に伝わっていないという話が出てきたかと思いますけれど、私ども例えば栃木

県の場合、「食と農のサポーター」という制度がありまして、いろんな農業現場とか、消

費者の方に本県の農畜産物の御理解をいただいているんです。そのときに、私など畜産物

の話をさせてもらうときに、どうしても今、安全・安心が中心になるものですから、例え

ば国産の牛肉とアメリカ産の牛肉を比べた場合の一番大きな差というのは、消費者のニー

ズとか要望とか、そういうものが生産現場に反映し反映するところですよと。例えば安心

できない、では、全頭検査をやりましょう、死亡牛の 24 カ月齢以上の牛の検査をやりま
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しょうということで実際に対応しています。私どもは、国産の場合はそういう消費者の要

望が生産現場に反映しますからね、という話をさせてもらって、これは非常にインパクト

が強いので強調して言っているんですけれど、今日、御指摘を受けまして、国内で作った

飼料作物で畜産物がつくられているんですよ、というようなプラスの部分をこれからは言

っていきたいなと、こんなふうに考えております。それが２点目です。 

 それから、３点目は、先ほど浅野委員から話があったのですけれども、市町村現場が、

例えば放牧という部分が伝わっていないという話があったのですが、これは実はだれが伝

えるべきかという話になれば、私どもの方は農業改良普及員制度も県にありますので、ど

ちらかというと県が指導するべきものかなと、その辺は反省して、これからやりたいと思

いますので、国の方で総括される前に私の方から一言言わせていただければと思いました。

よろしくお願いします。 

○町田畜産部長 申しわけございません。私どもが反省すべきところを先に言っていただ

いたようなところもありまして。 

 では、姫田の方から。 

○姫田畜産振興課長 幾つかございましたので、まず山口委員とか今委員からございまし

たコントラクターがまだまだ足りないのではないかということ、そして支援の仕組みはと

いうことでございます。コントラクターにつきまして、かなり進んだ地域とまだまだ十分

ではない地域もございます。それで、私ども１つは「自給飼料増産通信」の後ろの方にち

ょっとだけ書いてあるのですけれども、３ページの右下の方に飼料作物生産・収穫・調製

機械の整備というようなところで、いわゆるコントラクターの場合でございますと、ほと

んどの場合、トラクター、コントラクターとトラクターは関係ないですが、トラクターは

汎用性があるのでだめですけれど、それ以外の機械についてはほとんどが補助対象になっ

ています。ただ、さらになかなかやれない初めの走り出しのコントラクターを支援しない

といけないということで、それぞれ３年間いろんな取組項目、受託項目によってソフトで

御支援する仕組みもございますので、これはまた後で詳しくお聞きいただければと思って

おります。 

 そして、大木委員から飼料の給与方法がなかなか現場のところでどんなふうになってい

るかというお話があったのですけれど、一方で、畜舎をつくるときには、あるいは大規模

に飼料給与する場合は、今委員に言っていただいた方がわかりやすいのかもしれませんけ

れども、通路にどーんとエサをやって、機械でさーっとまいた方がはるかにやりやすうご
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ざいます。それと牛に粗飼料をあんまりいいところにやると、粗飼料ばっかり食べてしま

って、おいしいところだけ食べてしまって、全体を、せっかく配合飼料をしっかりつくっ

ていただいたのを、より食いしてしまいますので、多少食べにくく牛さんにはなっている

かもしれませんけれども、その方がいいということ。それから、コスト的にも、高いとこ

ろにエサ箱をつくりますと、これだけで畜舎代が高くなってしまいます。 

○大木委員 そうじゃないんです。私が言いたいのは自分でつくっているんですね。繁殖

農家ですから、エサをよく考えてつくっているので、こういうのが必要ではないかという

ことで、肥育ではないので、そこはちょっと違うと思います。 

○姫田畜産振興課長 いろいろな地域のそれぞれの事情があるのではないかと我々は思っ

ております。 

 それから、４つ目で牛肉を差別化するべきではないかという増田委員のお話がありまし

た。これは今、山口委員からも話がございましたし、我々も粗飼料自給率 100％の牛を何

かＰＲできないかとか、エコフィードをＰＲできないかと、むしろ新しい年度の課題かな

と思っております。本当におっしゃるとおりだろうと思っておりまして、それをうまく、

しかもどちらかというと応援していただきたいんです。そのスローガンというか、言葉は

我々役所が考えるとかたいということもございます。そういうことでぜひお教えいただけ

ればありがたいと思っております。 

 それから、５つ目に阿部委員から研究の面で輸入粗飼料とホールクロップサイレージの

話がございました。むしろ阿部委員、御存知だと思っておりますけれども、畜産草地研究

所、ホールクロップサイレージの取組は 13 年度のマニュアルからずっと載せております

けれども、輸入チモシーを飼養標準で見たチモシーと違って、実際の輸入チモシーにはＤ

ＣＰがそんなにないよというようなこともホールクロップのマニュアルの中にも載せてお

りまして、畜産草地研究所にいらっしゃった石田先生などがそういうことも広くＰＲして

いただいております。畜産草地研究所と一緒になってそういうこともＰＲしてまいりたい

と思っております。 

 それから、熊澤委員から数字がないのではないかというおっしゃったのですけれど、こ

れは実は始めてから１年目でございます。お手元に「飼料をめぐる情勢」というのがござ

いまして、これの３ページに飼料自給率の推移というのがございますが、残念ながら資料

的には 16 年度がまだ概算が出たばかりで、運動を始めてからの数字ということでまだ全

然皆さんにお示しするレベルになってございませんので、それぞれの取組の中でどんなふ
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うに増えたかということを数字的にお示しした次第でございまして、来年というよりは、

再来年ぐらいには自給率でどのくらいになったということをお示しできるのではないかと

思っております。そこは御容赦いただきたいと思っております。 

 それから、馬場委員から放牧面積と頭数が違うじゃないかという御議論がございました。

実は面積の方は、例えば放牧場が５年間放棄されてくると耕作放棄地認定をされて、面積

から外れます。ですから、粗放なところが、５年前から放牧していないところが面積から

外れるということになります。実際に放牧している牛は毎年毎年のフローでございますの

で、多分牛の頭数が増えているということは実際に放牧が増えているということと御理解

いただければと思います。昔のものが放牧面積の減少にどんときいてくるという形になり

ます。 

 それから、稲わらの数字がわかりにくいということでございますが、これは直近のフロ

ーばかり書いてあるので申しわけございませんでしたが、「めぐる情勢」の 13 ページに、

これも国産の稲わらというのは秋に全部できてしまいますので、それと輸入とが交じる非

常に説明がしづらいのですが、まず 13 ページの下の円グラフ、平成 16 年においての出来

秋の国産稲わらの用途がございます。そこの時に全体の稲わらの生産量、これは推計でご

ざいますが、お米と同じ量とれると我々考えておりますので、600 万トンでございます。

その中でエサ用が 92 万トン、敷料用が 38 万トン、堆肥用が 66 万トン、そして加工用、

畳等に加工されるのが９万 4,000 トン、そして焼かれるのが 24 万 7,000 トン、そのほか

は全部すき込んでしまったりというような形になってございます。ですから、かなり物と

してはございます。ただ、地域的に、例えば鹿児島や宮崎ではほとんど全部を収集しても

エサに足りないという状況であることも事実でございます。 

 もう１つ、今回 16 万トンということでございますが、「飼料増産通信」の裏側を見てい

ただいたらいいかと思いますが、９月の段階でどのぐらい足りないのということで、現在

は中国産の輸入が防疫上の問題から輸入禁止になっておりますので、全部国産であること

は確かでございます。幾ら足りないのということで、大体聞いたら 16 万トン足りないよ

ということが調査でわかりました。今まで以上にどれだけ確保できないかということで、

10 月に４万トンお見合いが成立した、11 月に 4 万トンお見合いが成立した、12 月にもう

１度１万トンお見合いが成立して、合わせて 9 万トンお見合いが成立したわけでございま

す。そのほかの粗飼料への代替は 2 万トンと書いてございますが、結局最後足りなかった

のは、稲わらは輸入禁止状態でございますので、アメリカのイタリアンライグラスの種を
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採った後のストローとか、オーストラリアのオーツヘイとか、そういうもので代替されて

いるのではないかと想像しているところでございます。 

○馬場委員 そうすると、今のところ、ちょっと済みません。108 万トン確保の見込みと

あるでしょう。さらに 16 万トン足りなくてというふうに理解するんですか。 

○姫田畜産振興課長 16 万トン足りなくて、8 万トン、ですから、最終的には足りないと

いうのは７万トン足りないのではないかと見込んでいるわけでございます。 

○馬場委員 それは……。 

○姫田畜産振興課長 16 から９万トン引いた……。 

○馬場委員 最初の 108 万トンとの関係は……。 

○姫田畜産振興課長 国産稲わらの 108 万トンというのはトータルで 108 万トン、先ほど

の九十何万トンに加えて、9 万トン確保いたしまして、トータル 17 年産は 108 万トン絶

対値として確保したということでございます。 

○馬場委員 わかりました。 

○町田畜産部長 ありがとうございました。 

 本当に熱心に御議論いただきましたが、大体予定した時間になってまいりました。 

○大木委員 ちょっと一言よろしいでしょうか。 

 先ほど山口さんから消費者の要望を反映したいとおっしゃいましたけれど、私どもの会

でアンケートしますと、ほとんど農産物には理解があっても、畜産というのはまず見えて

こないんですね。距離が離れ過ぎていて。それで、エサはどういうものとか、どこからと

か、全くそういうことがアンケートを 1,500 人とってもほとんど１桁もないくらいなんで

すね。ですから、そういうことを含めて、そういう情報というものをもっともっと発信し

ていただきたいなと思っております。 

 

閉     会 

 

○町田畜産部長 それでは、最後に小斉平大臣政務官から御挨拶をお願いいたします。 

○小斉平農林水産大臣政務官 皆さん、長時間にわたりましていろいろな貴重な御意見

等々を賜りましたことに心から御礼を申し上げたいと思います。 

 今ちょうど稲わらの不足の問題が出ました。私、出身が宮崎でありまして、しかもその

御先祖は鹿児島ということで、鹿児島と宮崎は非常に稲わらが足りません。中国稲わらは
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かなり輸入していたのですが、輸入が禁止されました。そこで農家の皆さん非常に困って

いるんです。やんややんや言ってきているのですけれども、先週、うちのＪＡの経済連の

会長と話をしました。そのときに私もお話し申し上げたのですが、農家の皆さんとも。水

産でカンパチの養殖が非常に問題になっています。中国から中間魚を入れたためにアニサ

キスという寄生虫が入りまして、大変な思いをいたしました。ですから、私は稲わらもや

はり中国から入れている以上、必ず輸入再開になってもまた数年たったときには口蹄疫と

いうことで禁止になる。であれば、みんな努力をして、今、大木委員からもお話がありま

した。飼料も例えば有機でつくった稲わら食わしておりますよというようなことで、そう

いうような選別化というか、消費者に飼料もこういうふうに国産で安全だというようなこ

とをやった方がいいのではないかというような話もしたところでございます。 

 そういうことを含めまして、皆様方の大変に貴重な御意見を踏まえまして 18 年度の行

動計画に反映させながら、また次の会で皆様方にお諮り申し上げたいと、このように思う

次第であります。 

 大変御苦労さまでございました。 

○町田畜産部長 ありがとうございました。 




